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■経営移譲年金の支給停止対象者
•認定農業者
•JA組合員（販売代金の入金など）
•経営所得安定対策の申請者
•農業政策の各種補助金受給者
•農業共済の加入者
•土地改良区組合員
•農業所得の申告者
■農地の権利を動かすその前に
　受給者は、後継者などに貸し付けしている農
地に関して、農地転用・後継者以外への貸し付
けを行った場合、年金の一部が支給停止になる
ことがあります。
　経営移譲年金を受給されている方で、農地の
貸し借りや売買、農地転用などをご検討されて
いる場合は、農業委員会事務局までご相談くだ
さい。
■問い合わせ先
　農業委員会事務局　☎（32）8915

　現況届は、年金を受給するために毎年必要になる手続
きです。農業者年金を受給している方は、現況届を必ず
提出してください。
※年金受給者ご本人が署名、記入することが困難な場合
は、代理の方が署名、記入をしてください。
■現況届の送付　毎年、5月末頃に農業者年金基金から
直接、受給者本人に郵送されます。
■現況届の提出　6月30日㈪までに農業委員会事務局へ
提出してください。郵送での提出も可能です。
■現況届の提出を忘れた場合　提出がない場合は、11
月から年金の支払が差し止められます。支払の差し止め
は、現況届が提出されるまで継続されますので、ご注意
ください。
経営移譲年金を受給している方へ
　経営移譲年金を受給している方（以下、受給者という）
は、後継者や特定の第三者に農業経営を移譲することに
より、加算された額の年金を受給しています。
　受給者が下記の項目の対象者になると、農業経営を再
開したとみなされ、経営移譲年金の支給が停止される恐
れがありますので、ご注意ください。

農業者年金を受給している方は現況届の提出をお忘れなく

することで、その方の前年所
得は0として審査されます。
■受付期間
　令和7年度免除申請（令和7
年7月～令和8年6月分）受付
は7月1日㈫からです。
※2年1か月前の月の分まで
さかのぼって申請することが
できますが、申請が遅れると、
万一の際に障害年金や遺族年
金などを受け取れない場合が
あるので、速やかに申請して
ください。
■必要なもの
•本人確認書類
•年金番号またはマイナン

バーがわかるもの
•失業特例を使用する場合は、

雇用保険被保険者離職票や
雇用保険受給資格者証等

※公務員の方は退職の辞令
■申請先　市民課

き一部の保険料を納付しないと、
その期間の免除が無効になり、未
納とみなされます。
【納付猶予制度】
　50歳未満の申請者本人と配偶
者の前年所得が基準額以下の場
合、保険料の納付が猶予されま
す。納付猶予が承認された期間
は、老齢基礎年金の受給額には反
映されません。
　免除・猶予となる所得基準や、
免除された期間
の年金受給額に
ついては、日本
年金機構のホー
ムページをご確
認ください。
失業特例制度
　所得審査対象者が失業（退職等）
した場合に、失業の前月から翌々
年6月までの期間の分の申請につ
いて利用できる制度です。失業し
た方の雇用保険被保険者離職票や
雇用保険受給資格者証などを添付

国民年金保険料免除制度
　経済的な理由などで、国民年
金保険料の納付が困難な場合に、
申請により保険料の納付が免
除・猶予される制度です。
【全額・一部免除制度】
　申請者本人と配偶者及び世帯
主の所得が基準額以下の場合、
保険料が免除されます。免除額
は、全額、4分の3 、半額、4
分の1の4種類があります。
　一部免除は、保険料の一部を
納付することにより、残りの保
険料が免除されます。納付すべ
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下野市農作業マッチング事業
　農業従事者の人手不足を解消する
ため、農業者と農業従事希望者に対
し、求職や求人の情報提供を行いま
す。事前登録をしていただき、登録
者は登録台帳から他の登録者情報や
希望条件を閲覧できるようになりま
す。
■対象者
①市内に農地を有し、その農地を勤

務先として求人をしようとする農
家

②市内の農地において、農作業の従
事を希望する方(原則18歳以上)
■登録期間　1年間 

新規就農移住支援金
　次代を担う農業者を確保す
るため、市外から移住して就
農する方に対し、賃貸住宅家
賃の一部を補助します。
■主な交付要件(抜粋)
①令和7年4月1日以降の新規
就農者であって、就農日が市
外からの移住日より１年以内
であること。
②年齢が50歳以下の者  など
■交付期間　24ヶ月
■補助額　家賃の1/2以内
(上 限50,000円・1,000円 未
満切捨)

農作業に伴う道路の泥汚れ防止
　トラクターなどでの農作業の
際、田や畑から道路へ出る前に
は、必ず泥を落としてから走行
してください。
　舗装道路が泥などで汚れてい
ると、スリップ事故などの原因
になり危険です。
　やむを得ず道路を汚した場合
は、速やかに清掃するなど、道
路利用者が安全に走行できるよ
うに心がけましょう。
共通事項　詳細は市ホームペー
ジでご確認ください。
■申し込み・問い合わせ先
　農政課　☎(32)8906

　水道週間とは、水道の現状や課題への理解を深め、持続
可能な水道とするための取り組みについて考える週間です。
節水を心がけ、水を大切に使いましょう！
今年のスローガン　「透き通る 誇れる水に 感謝する」
■問い合わせ先　企業経営課　☎(32)8911

　安心安全な水を無駄なく市民の皆さまにお届けするため、
老朽化した水道管の更新の他に漏水の調査を行っています。
　漏水が発生すると、その周囲で水道水の水圧の低下や濁
り、断水などの原因になるばかりではなく、道路陥没など
の原因になる危険性があります。次のような状況がありま
したら、上下水道課までご連絡ください。
• 雨が降っていないのに道路が濡れている。
• 水気が無い場所が濡れている。
※量水器より下流の漏水は、お客様負担の修繕となります。
■問い合わせ先　上下水道課　☎(32)8912

　一度手続きしておけば、振替日に料金
が引き落とされ、便利です。
■受付場所　口座振替を依頼する下記金
融機関の窓口(市内支店)
※市外支店をご希望の場合は企業経営課
へお問い合わせください。
■口座振替できる金融機関　足利銀行、
栃木銀行、ゆうちょ銀行(関東各都県、山
梨県)、みずほ銀行、三井住友銀行、足利
小山信用金庫、宇都宮農業協同組合、小
山農業協同組合
■お持ちいただくもの　通帳､ 届出印､
お客様番号が分かるもの(納付書または料
金等のお知らせ)
■口座振替日　検針月の25日(25日が休
日の場合は翌営業日)
■問い合わせ先
　企業経営課　☎(32)8911
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6月1日から7日は水道週間です

漏水情報提供のお願い

農政課からのお知らせ

水道料金・下水道使用料は
口座振替をご利用ください
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国民年金
だより
問い合わせ先

市民課　　☎（32）8895
栃木年金事務所

☎0282（22）4131

日本年金機構
ホームページ


